
○つくばみらい市定例教育委員会会議録（令和２年６月） 

 

１ 日時    令和２年６月２５日（木）午前９時３０分から 

２ 場所    教育委員会庁舎 ２階 会議室 

３ 出席委員  教育長         福田 敏男 

委員          中島 正志 

委員          久下 伸子 

  委員          髙橋 秀光 

委員          安河内崇代 

４ 欠席委員  なし 

５ 出席職員  教育部長        飯泉 勝宏 

        学校総務課課長     鈴木 富夫 

学校総務課課長補佐   大澤 勝彦 

学校総務課主事     鈴木 智絵 

学校総務課主事     松浦 幸代 

教育指導課課長     中島 嘉之 

教育指導課副参事    大藤 正晴 

教育指導課課長補佐   直井 仁志 

生涯学習課課長     関  正臣 

生涯学習課課長補佐   千葉 裕康 

図書館課長補佐     川田 賢司 

６ 傍聴人   なし           

７ 審議事項  議案第４６号 令和２年度つくばみらい市一般会計補正予算（案） 

               について 

        議案第４７号 審議会等の附属機関における委員の構成の適正化を

図るための関係条例整備に関する条例について 

        議案第４８号 つくばみらい市立学校管理規則の一部を改正する規

則について 

        議案第４９号 つくばみらい市立学校給食センター条例施行規則の 

               一部を改正する規則について 

        議案第５０号 つくばみらい市立図書館読書記録帳サービス実施要

綱の制定について 

          議案第５１号 つくばみらい市教育委員会事務点検評価委員の委嘱

について 

        報告第２５号 令和２年度つくばみらい市奨学生の決定について 

        報告第２６号 準要保護の認定について 

               報告第２７号 区域外就学について 

        報告第２８号  後援申請について 

          議案第５２号 つくばみらい市図書館協議会委員の委嘱について   
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【令和２年６月定例教育委員会の開会宣言】 

只今から令和２年６月定例教育委員会を開会いたします。 

はじめに，教育長より，ごあいさつをお願いいたします。 

【あいさつ】 

・学校の新しい生活様式の様子について 

本日もどうぞよろしくお願い致します。 

本日は，１件追加議案があります。 

議案第 52 号つくばみらい市図書館協議会委員の委嘱について 

の１件を追加したいと思います。 

それでは議事に入ります。進行につきましては教育長お願いします。 

まず初めに，議案第 46 号「令和２年度つくばみらい市一般会計補正予算

（案）について」説明お願いします。 

・令和２年度つくばみらい市一般会計補正予算（案）について 

学校総務課所管分資料をもとに説明。 

教育指導課所管分資料をもとに説明。 

質疑を諮る。 

給食費について，新型コロナウイルス感染症により学校再開が延期となっ

たことから，学校の先生から業務が煩雑になっているとお聞きしました。

各学校は現金を取り扱わず引き落としという方法を取ってはいますが，給

食は市で提供しているものなので，給食費についても学校ではなく市を窓

口に出来ないものかと聞いております。教育委員会ではどの様に考えてい

るのか。今後で良いのでご検討ください。 

私どもも危惧しており，今給食センターと対応を協議中です。というのは，

給食費の未納・滞納という状況がございまして，それが中々難しい事でし

てそういうことも含め検討しております。先生の負担軽減は考えておりま

すので，もう少しお時間を頂きたいと思います。 

議案第 46 号「令和２年度つくばみらい市一般会計補正予算（案）につい

て」原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

異議なし。 

議案第 46 号「令和２年度つくばみらい市一般会計補正予算（案）につい

て」原案のとおり承認します。続きまして，議案第 47 号「審議会等の附

属機関における委員の構成の適正化を図るための関係条例整備に関す

る条例について」説明お願いします。 

・審議会等の附属機関における委員の構成の適正化を図るための関係条

例整備に関する条例について資料をもとに説明。 

質疑を諮る。 

異議なし。 

議案第 47 号「審議会等の附属機関における委員の構成の適正化を図るた
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めの関係条例整備に関する条例について」原案のとおり承認してよろしい

でしょうか。 

異議なし。 

議案第 47 号「審議会等の附属機関における委員の構成の適正化を図るた

めの関係条例整備に関する条例について」原案のとおり承認します。続き

まして，議案第 48 号「つくばみらい市立学校管理規則の一部を改正する

規則について」説明お願いします。 

・つくばみらい市立学校管理規則の一部を改正する規則について資料を

もとに説明。 

補足説明として，原則学校管理規則が変更となると，幼稚園の管理規則も

適用される規則になっております。しかしながら，幼稚園につきましては，

園児の体力の問題，さらに今回につきましては，幼稚園の引っ越し等がご

ざいますので，幼稚園は従来通り夏休みを取ることと創立記念日・県民の

日はお休みといたしました。来月の定例教育委員会で幼稚園の管理規則は

そのままという報告をさせて頂きます。 

質疑を諮る。 

異議なし。 

議案第 48 号「つくばみらい市立学校管理規則の一部を改正する規則につ

いて」原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

異議なし。 

議案第 48 号「つくばみらい市立学校管理規則の一部を改正する規則につ

いて」原案のとおり承認します。続きまして，議案第 49 号「つくばみらい

市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則について」説

明お願いします。 

・つくばみらい市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規 

則について資料をもとに説明。 

質疑を諮る。 

異議なし。 

議案第 49 号「つくばみらい市立学校給食センター条例施行規則の一部を 

改正する規則について」原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

異議なし。 

議案第 49 号「つくばみらい市立学校給食センター条例施行規則の一部を 

改正する規則について」原案のとおり承認します。続きまして，議案第 50

号「つくばみらい市立図書館読書記録帳サービス実施要綱の制定につい

て」説明お願いします。 

・つくばみらい市立図書館読書記録帳サービス実施要綱の制定につい 

て資料をもとに説明。 

質疑を諮る。 

これはあくまで子どもたち対象ですか。 
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図書館を利用される方皆さんが対象ですが，中学生以下の子どもたちには

無料で記録帳を配布して利用して頂こうと思います。 

市民全員が対象ですか。図書館は文化の中心ですので，大変素晴らしい取

り組みだと思います。第 1 条に「子どもの」という表記があったものです

から子どもだけが対象かと思いました。その表記は入れなくても良いので

はないかと思います。ご検討ください。 

記録の開示というのは本人のみですか。誰でも他の利用者の記録を見たい

と言ったら見ることができてしまうのか。 

申請がありましたら，銀行の預貯金の通帳のようなものをお渡しして，そ

こに本人の借りた本の記録が印字されます。記録することにより達成感が

得られるようなものです。 

昔，図書の背表紙に借りた人が分かるような記録があったので，そういう

ものであった場合個人情報が漏れて困ってしまうと危惧してお聞きしまし

た。情報管理もしっかりしていただきたいと思います。 

議案第 50 号「つくばみらい市立図書館読書記録帳サービス実施要綱の制 

定について」原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

異議なし。 

議案第 50 号「つくばみらい市立図書館読書記録帳サービス実施要綱の制 

定について」原案のとおり承認します。続きまして，議案第 51 号「つく

ばみらい市教育委員会事務点検評価委員の委嘱について」説明お願いし

ます。 

・つくばみらい市教育委員会事務点検評価委員の委嘱について資料をも

とに説明。 

質疑を諮る。 

異議なし。 

議案第 51 号「つくばみらい市教育委員会事務点検評価委員の委嘱につい

て」原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

異議なし。 

議案第 51 号「つくばみらい市教育委員会事務点検評価委員の委嘱につい

て」原案のとおり承認します。続きまして，報告第 25 号「令和２年度つ

くばみらい市奨学生の決定について」報告第 26 号「準要保護の認定につ

いて」報告第 27 号「区域外就学について」ですが，個人情報のため「秘密

会」での進行といたします。 

傍聴人がいないのでそのまま進めます。 

それでは，報告第 25 号「令和２年度つくばみらい市奨学生の決定につい

て」説明お願いします。 

以下，非公開。 

続きまして，報告第 26 号「準要保護の認定について」説明お願いします。 

以下，非公開。 
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続きまして，報告第 27 号「区域外就学について」説明お願いします。 

以下，非公開。 

以上で秘密会は終了しました。続きまして，報告第 28 号「後援申請につ

いて」説明お願いします。 

生涯学習課所管 申請 2 件 

・トップアスリート選手と対談しよう！ 

・第４８回花と緑の環境美化コンクール 

質疑を諮る。 

異議なし。 

報告第 28 号「後援申請について」報告案件ですのでご了承願います。続き

まして追加案件です。議案第 52 号「つくばみらい市図書館協議会委員の

委嘱について」説明お願いします。 

・つくばみらい市図書館協議会委員の委嘱について資料をもとに説明。 

質疑を諮る。 

異議なし。 

議案第 52 号「つくばみらい市図書館協議会委員の委嘱について」原案の

とおり承認してよろしいでしょうか。 

異議なし。 

議案第 52 号「つくばみらい市図書館協議会委員の委嘱について」原案の

とおり承認します。 

本日の議案につきましては以上となります。その他につきましては事務局

でお願いします。 

次回の委員会の日程 

定例教育委員会 

７月２８日（火）  午前９時３０分 

会議通知につきましては，開催日が近づきましたら事務局から通知を送付

させていただきます。事務局からは以上です。 

では以上を持ちまして令和２年６月定例教育委員会を閉会します。 

 

 

上記決議を明確にするため，本議事録を作成する。 

 

令和２年６月２５日            教 育 長    福 田  敏 男 

                      教育長職務代理者 中 島  正 志 


